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資料７ 

 
令和元年度 第１四半期の保安検査の実施状況等について  

 

 

令 和 元 年 ８ 月 ２ １ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 
令和元年度 第１四半期に実施した核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

に基づく保安検査1の実施状況等を報告する。なお、本年度の保安検査については、平成３１年
度における保安規定の遵守状況に関する検査の基本方針（参考1）に基づき実施した。 
 

１．保安検査の実施状況について 
当該期間における保安検査の結果、保安規定違反（監視）に該当するものが１件確認され

た。詳細については、別表１－１に示す。 
このほか、中国電力株式会社島根原子力発電所の保安検査において、１０年間保存しなけ

ればならない記録のうち、平成２４年度の「原子炉本体等の放射線遮蔽物の側壁における線
量当量率」及び「管理区域における外部放射線に係る一週間の線量当量、空気中の放射性物
質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質
の密度」に係る記録（以下「当該記録」という。）を誤って廃棄していることが事業者から報
告があった。本事案は、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第６７条（記録）第
１項並びに保安規定第１１９条及び第１８９条（記録）に違反しているが、事業者は当該記
録の代替となる記録の有無を確認中であることから、その状況を確認した上で違反区分を確
定することとする。 
各原子力規制事務所が発電所又は事業所ごとに行った保安検査結果の詳細については、原      

子力規制委員会のホームページに掲載する2。 
 

２．運転上の制限の逸脱に対する立入検査等の実施状況について 
当該期間においては、運転上の制限を逸脱した事象が１件発生した。詳細については、別

表１－２に示す。 
 

当該期間における保安規定違反等の件数 

施設名 

保安規定違反（監視を含む）件数 
運転上の制限
逸脱事象件数 年４回の 

保安検査 
安全確保上重要な
行為等3の保安検査 

第１四半期合計 

実用発電用原子炉施設4 １件 (監視:１件) ０件 １件(監視:１件) ０件 

核燃料施設等5 ０件(監視:０件)  ０件(監視:０件) １件 

合計 １件(監視:１件) ０件 １件(監視:１件) １件 

 
 

                                                   
1保安規定の遵守状況に関する検査をいう。ただし、特定原子力施設は、実施計画に定める保安のための措置（実施計画Ⅲ「特定原子力施設の

保安」に定められている従来の保安規定に相当する部分）の実施状況に関する確認をいう。各原子力規制事務所においてばらつきがあるもの
の、保安検査期間は１０週間程度である。 

2 実用発電用原子炉施設 https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/reactor/unten/2019_1/index.html 

核燃料施設等 https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/nuclearfuel/shiken/2019_1/index.html 

3 事業者が行う原子炉の起動・停止、燃料の装荷・取出し、重大事故等発生時等の対策要員等の訓練等 

4 実用発電用原子炉及びその附属施設（特定原子力施設を除く）をいう。 

5 加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設（研究開発段階発電用原子炉施設及び特定原子力施設に限る）、再処理施設、廃棄物

埋設施設、廃棄物管理施設、核燃料物質の使用施設をいう。 
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別表１－１：保安規定違反（監視）について 

 

施設名 保安規定違反の概要 

女川原子

力発電所 

【件名：３号機エリア放射線モニタの機能除外について】 

事象概要： 

平成３１年３月２２日、女川原子力発電所３号機において、原子力保安検査官

が中央制御室巡視中に、放射線モニタ盤に「エリア放射線モニタバイパス中」の

警報が点灯していることを確認した。事業者に状況を確認した結果、保安規定第

１０３条に記載されている放射線監視用計測器であるエリアモニタ１１４台の

うち、１台（燃料交換エリア放射線モニタ（燃料取扱事故時用））が校正時に測

定範囲の一部に規格外が確認されたため、１年以上前から除外され、代替品の補

充が行われていないことを確認した。また、この期間に当該エリアの使用済燃料

貯蔵プール内で燃料取扱作業が行われていた。 

事業者に保安規定に抵触していることを伝えたところ、全てのモニタを旧式

から新型へ令和３年度末までに更新する計画としていたが、当該検出器と関連

するユニットの部分的更新を行うことで、令和元年１０月頃に当該モニタ機能

を復旧することにした旨確認した。また、燃料取扱作業に当たっては、燃料交換

機のインターロックにより燃料体の吊り上げ高さが制限されていることから、

燃料体が落下しても燃料被覆管破損の可能性は限りなく小さいと評価していた

ことを確認した。 

 

保安規定違反判定： 
今回の事象は、長期間に亘り燃料交換エリア放射線モニタが機能喪失してお

り、保安規定第１０３条に記載された数量が確保できていない状態であった。し
かし、当該エリア近傍には、測定レンジが異なる（低線量用）プロセス放射線モ
ニタ（４チャンネル）及びエリア放射線モニタ（４台）が設置されていること、
燃料は全て使用済燃料貯蔵プールに長期保管され、燃料取扱作業における過剰
な放射線被ばくの可能性が低いことから、安全性を損なう状況ではないと判断
して監視とする。 
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別表１－２：運転上の制限の逸脱に対する立入検査結果について 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発電所名 東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所 

運転上の制限を逸

脱した期間 
令和元年5月20日（月）20時 50分～20時 50分 

事象の概要 【件名：２号機原子炉格納容器内窒素封入設備係る運転上の制限逸脱】 

2号機原子炉格納容器内窒素封入設備（以下、「窒素封入設備」という）にお

いて、窒素封入流量計（以下、「当該流量計」という）の測定範囲が取扱説明書

から当該流量計の仕様表への転記に誤りがあり、実際の測定範囲下限が高いこ

とが分かった。※ 

これまで行っていた実施計画Ⅲ第 1 編第 25 条（格納容器内の不活性雰囲気

の維持機能）第2項に定める「必要な窒素封入量が確保されていることを毎日

1 回確認する」について、過去の窒素封入量の記録を確認したところ、平成３

１年３月１６日、４月２３日から令和元年５月１９日までの期間において測定

範囲下限を下回っており、必要な確認できておらず、実施計画Ⅲ第 1 編第 30

条（運転上の制限の確認）第3項に定める「第3節各条の第2項で定める事項

を行うことができなかった場合、運転上の制限を満足していないと判断する」

に当たると判断し、令和元年 5月 20日 20 時 50 分、運転上の制限からの逸脱

を宣言した。 

一方、逸脱を宣言した時点において、必要な窒素封入量が確保されている

ことを代替流量計にて確認したこと及び窒素封入設備は運転しており、水素

ガス濃度が運転上の制限と比較し低いことを確認したことから、同時刻に運

転上の制限からの復帰を宣言した。 

 

※当該流量計の仕様表には測定範囲を 5～50Ｎｍ3/h と取扱説明書から転記

していたが、取扱説明書の測定範囲は10～50Ｎｍ3/hであった。 

 

確認結果 現地駐在の原子力保安検査官は、同日の窒素封入量が10Ｎｍ3/hであったこ

とを代替流量計により確認した。また、窒素ガス分離装置（A）（C）が運転状態

にあったこと、水素ガス濃度が0.08％であり実施計画Ⅲ第1編第 25条に定め

る運転上の制限2.5％以下と比較し低かったことを合わせて確認した。 

なお、事業者は復帰後の措置として、代替流量計の測定範囲下限10ｍ3/hを

下回らないよう窒素封入量の増加操作を行っていることを確認した。また、流

量計をより測定範囲下限の低い計器に交換する予定としていることから、今後

の事業者の対応を継続して確認していく。 
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平成３１年度における保安規定の遵守状況に関する検査の基本方針 

 

 平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ７ 日  

 原子力規制委員会決定  

 

 

平成３２年度から新たな検査制度を円滑かつ適切に開始するため、平成３１年度においては、

以下の基本方針によって検査を行うこととする。 

 

（１）新たな検査制度の試運用との一体的実施 
可能な限り新たな検査制度の試運用で用いる検査ガイド等を活用した検査を実施する。ま

た、保安検査期間を拡大1し、事業者の保安活動や原子力施設の状態に応じて新たな検査制度
の試運用と現行の保安検査を一体的に実施する。 
 
（２）安全確保実績を考慮した検査 
新たな検査制度において検査官は、事業者の保安活動や設備・機器等の劣化状態（例えば、

手順書の不備、設備・機器の故障や火災・溢水の発生）に着目し、適切な検査ガイドを用い
て検査を行うことになる。 
平成３１年度においても、法令報告事象などの事故・トラブル、不適合事象、運転上の制

限の逸脱事象などに着目して検査を実施する。 
 
（３）安全上の影響等を考慮した検査 
新たな検査制度においては、 

・検査対象として安全確保上重要な保安活動及び設備・機器等の選定 
・安全上の問題の重要度評価 
・当該重要度の軽重に応じた行政処置 
を行うこととしている。 
このため、保安検査においては、安全上重要なものを検査対象として選択し、保安規定の

遵守状況を確認するとともに、安全上の問題が確認された場合には、その問題が継続してい
た期間を考慮の上2、許認可事項との関連性や技術基準適合性など原子炉等規制法に基づく
規制要求を念頭に置き、保安規定違反の有無や違反レベルを判断する。また、安全上の影響
がほとんど見られない事象については、事業者が自らの改善活動の中で適切に対応すべきも
のであることを踏まえ、行政上の対応3は原則行わないこととする。 

                                                   
1 従来、各四半期に数日～２週間程度を保安検査期間とし実施していたものを１０週間程度に拡大する。 
2 安全上の問題が発見された時点から過去に遡り、当該問題がいつから継続していたかを考慮する。例えば、問題が発見されたのが原子力施

設の停止中であったとしても、その問題が過去の運転期間から継続していた場合（ただし、その時点では発見されていなかった）には、停

止中と運転中の両時点で保安規定違反があったかどうかを検証する。 
3 現状、保安規定違反未満の問題については、各規制事務所が必要に応じて注意、指導等を行っており、その内容はホームページにおいて公

表されている。 

参考 1 
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（４）独立性の高い検査の実施 
新たな検査制度において検査官は、事業者と十分なコミュニケーションを図りつつも、フ

リーアクセス1によって事業者から独立して自ら主体的かつ積極的に情報収集を行い、こう
した情報を基に安全上の問題の有無やその重要度を判断することになる。平成３０年１０月
から開始した試運用フェーズ１を通じてフリーアクセスの取組が進められているものの、現
場スタッフへのインタビューなど改善が必要とされている。 
これらを踏まえ、保安検査において検査官は、フリーアクセスの取組を更に進め、独立性

の高い検査を実践する。 
 

以上 

 

                                                   
1 事業者からの制約を受けずに、検査の実施に必要な範囲において、原子力施設内の様々な場所への立入り、保安活動に係る文書その他の情

報の閲覧、事業者及び協力会社の職員に対する質問等を行うこと。 
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表 保安規定違反の判定基準1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 発電用原子炉施設保安検査実施要領（平成31年4月1日改正 原規規発第19040111号）より抜粋。 

 なお、本基準は、核燃料施設等には適用しない（核燃料施設等については、核燃料施設等保安検査実施要領（平成31年4月1日改正 原規規

発第1904016号）に基づき、発生した事象に係る原子力安全に対する影響度等を総合的に考慮した上で、当該事象を評価し、当該事象が軽微

な違反に該当するものかどうかの判定を行う。 

参考 2 
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女川原子力発電所の保安規定違反事案に対する新検査制度の試運用における評価 
 

 

女川原子力発電所の保安規定違反事案について、新たな検査制度への移行を踏まえて、現在

実施している試運用で用いている「検査気付き事項のスクリーニングに関するガイド 試運用

版」に基づき評価を行った。 

 

（１）ステップ１：パフォーマンス欠陥はあるか。 

保安規定第１０３条において確保することが要求されている燃料交換エリア放射線モニタ

（燃料取扱事故時用）が性能劣化し、代替品の補充が行われていなかったことは、保安規定の

当該要求に対する違反でありパフォーマンス欠陥に該当する。 

 

（２）ステップ２：確認されたパフォーマンス欠陥は軽微を超えるか。 

このパフォーマンス欠陥により、燃料取扱事故が発生した際に燃料交換エリアにおける従業

員の被ばくを抑制するための放射線監視に係る機能が一部喪失した。一方、燃料交換エリア放

射線モニタ（燃料取扱事故時用）が停止している期間において、その他のエリア放射線モニタ

（４台）及びプロセス放射線モニタ（４チャンネル）は機能しており、法定線量を超える被ば

くもなかったことから、パフォーマンス欠陥の結果は、監視領域（小分類）「従業員に対する

放射線安全」の活動目的「通常の商用原子炉の運転における放射性物質による被ばくから従業

員の健康と安全を適切に守ることを確保すること」に対して影響を及ぼすものとまではいえな

いものと判断する。 

 

 

 

 

 

検査指摘事項としない（軽微なパフォーマンス欠陥） 

 

  

参考 3 



 

8 
 

 

（添付）検査気付き事項のスクリーニングに関するガイド 試運用版 

 

 
図 1 気付き事項から指摘事項を抽出するスクリーニングフロー 

 

 
◯パフォーマンス欠陥 

 事業者は原子力安全を維持、確保するために企図した活動をその企図に即して実施できていない状態。すなわち、事業者が

規制要求又は自主基準を満足することに失敗している状態であって、その失敗が合理的に予測可能であり、予防する措置を講

ずることが可能であったもの。 

 
 
 
 


